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墨田区条例第５３号 



   墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例 

墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例（平成１１年墨田区条例第３８号）の一

部を次のように改正する。 

 別表 １廃棄物処理手数料の部中「３２円５０銭」を「３６円５０銭」に、「６１

円」を「６９円」に、「２，２００円」を「２，５００円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表 １廃棄物処理手数料の部３の項ただし書の規定は、

占有者がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に粗大ごみの収集、

運搬及び処分の申告を行った場合に適用し、施行日前に申告を行った場合について

は、なお従前の例による。 

３ 施行日から平成２５年１０月３１日までの間、施行日前にこの条例による改正前

の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料の納付により区長が交付した有料ごみ処理

券は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例第４６条の規定により事業者が添

付する場合に限り、この条例による改正後の別表の規定に基づく廃棄物処理手数料

の納付により交付した有料ごみ処理券とみなす。 


